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 高校無償化については，来年４月からの実施を目

指して，準備が進められているが，もう１つの課題
である教員免許制度の見直しはどうなるのか。 

 

 民主党のマニフェストは，「教員の資質向上のた
め，教員免許制度を抜本的に見直す。教員の養成課
程は６年制（修士）とし，養成と研修の充実を図る」

と掲げている。 
 マニフェストでは，免許更新制について触れてい
ないが，新内閣発足後，早々と免許更新制の廃止の

ニュースが流れたこともあって，更新講習はどうな
るのかという問合わせが文科省に相次いだ。 
 このため，文科省は，10 月 21 日に「教員免許更

新制等の今後の在り方について」と題して，概要，
次のような方針を明らかにした。 
（1） 教員の資質向上のための教員免許制度の抜本

的な見直しに着手し，必要な調査・検討を開始する。 
（2） この調査・検討において，現行制度の効果等
を検証する。新たな教員免許制度の内容と移行方針

を具体化するなかで，現在の教員免許更新制のあり
方についても結論を得る。 
（3） 上記調査・検討の結論が得られ，これに基づ

く法律改正が行われるまでの間は，現行制度が有効
である。 
 これを見る限り，文科省は免許更新制を廃止する

とは明言してない。川端文科相も，記者会見で「免
許更新制をやめさせようと議論しているわけではな
い」と述べている。しかし，行政刷新会議の作業グ

ループは，事業仕分けで，免許更新講習の関連予算
を「半額程度に削減」と判定しており，免許更新制
は，来年度いっぱいで廃止となることは間違いない

だろう。 
 では，肝心の教員免許制度の抜本改革はどうなる

のか。文科省は，平成 22 年度予算概算要求に教員

の資質向上のための教員免許制度の抜本的な見直し
に必要な経費（３億２千万円）を計上しており，す
でに文科省内に局横断の検討チームを組織して課題

の整理を始めている。 
 教員免許制度の改革の具体的な内容は，まだ不透
明であるが，現時点で示されている方向性は，おお

むね次の２点である。 
 第１に，教員免許状（一般免許状）の取得要件を
４年制養成課程から大学院２年を加えた６年制教員

養成課程に引き上げる。その際，教育実習を１年間
に延長する。 
 第２に，８年以上の教職経験を積んだ教員で教職

大学院等で履修した者に専門免許状（「教科指導」
「生活・進路指導」「学校経営」の３種）を与える。
この場合，免許更新講習の履修を専門免許状資格に

カウントすることも検討する。 
 

 しかし，６年制の教員養成課程については問題が

多い。例えば，①戦後の免許制度の根本理念である
「開放制」を放棄するのか，②６年制の養成課程で
は教員希望者が減少するおそれがないか，③１年の

教育実習をどこが引き受けるのか，④大学院の受入
れ体制の整備が間に合うか――等々の問題点が指摘
されている。 

 鈴木副大臣は，教員免許制度の改正法案を平成 23
年の通常国会に出す旨をたびたび表明しているが，
これほどの大改革をわずか１年足らずの検討で実施

に移すことが適切かどうか。特に抜本的な制度改正
となれば，中央教育審議会の審議は不可欠であるが，
果たして，その審議に十分な時間がとれるのかが懸

念される。 
（ひしむら・ゆきひこ＝(財)学習ｿﾌﾄｳｴｱ情報研究ｾﾝﾀｰ理事長） 
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